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徳
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

救
急
病
院
と
し
て
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

徳
島
市
民
病
院

徳
島
市
北
常
三
島
町
二
丁
目
三
四
番
地

令
和
八
年
一
月
二
十
四
日

田
岡
病
院

同

万
代
町
四
丁
目
二
番
地
二

同

二
月
二
十
八
日

き
た
じ
ま
田
岡
病
院

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
川
久
保
三
○
番
地

同

一

徳
島
ロ
イ
ヤ
ル
病
院

小
松
島
市
中
田
町
字
新
開
四
八
番
地

同

三
月
二
十
一
日

徳
島
県
立
中
央
病
院

徳
島
市
蔵
本
町
一
丁
目
一
〇
―
三

同

三
十
一
日

徳
島
大
学
病
院

同

二
丁
目
五
〇
番
地
一

同

博
愛
記
念
病
院

同

勝
占
町
惣
田
九
番
地

同

中
洲
八
木
病
院

同

中
洲
町
一
丁
目
三
一
番
地

同

手
束
病
院

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
四
三
四
番
地

同

の
一

兼
松
病
院

鳴
門
市
撫
養
町
斎
田
字
大
堤
五
四
番
地

同

東
徳
島
医
療
セ
ン
タ
ー

板
野
郡
板
野
町
大
寺
字
大
向
北
一
―
一

同

浦
田
病
院

同

松
茂
町
広
島
字
南
ハ
リ
一
三
番
地

同

美
摩
病
院

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
四
九
七

同

阿
波
病
院

阿
波
市
市
場
町
市
場
字
岸
ノ
下
一
九
〇
番

同

地
一

徳
島
赤
十
字
病
院

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ
口
一
○
三

同



番

原
田
病
院

阿
南
市
富
岡
町
あ
石
一
四
―
一

同

海
陽
町
国
民
健
康
保
険
海
南

海
部
郡
海
陽
町
四
方
原
字
広
谷
一
六
―
一

同

病
院

ホ
ウ
エ
ツ
病
院

美
馬
市
脇
町
大
字
猪
尻
字
八
幡
神
社
下
南

同

一
三
○
―
三

つ
る
ぎ
町
立
半
田
病
院

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
半
田
字
中
藪
二
三
四
―

同

一

三
好
市
国
民
健
康
保
険
市
立

三
好
市
三
野
町
芝
生
一
二
七
〇
番
地
三
〇

同

三
野
病
院

徳
島
県
立
三
好
病
院

同

池
田
町
シ
マ
八
一
五
―
二

同



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
五
年
四
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
福
光

小
松
島
市
横
須
町
一
三
番
七
七
号

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

小
松
島
市
横
須
町
一
三
番
七
七
号

訪
問
介
護

令
和
五
年
四
月
一
日

く
ろ
ー
ば
ー

株
式
会
社
Ｂ
ｅ

Ｂ
ｒ

大
阪
市
西
区
京
町
堀
二
丁
目
九
番

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
直
道
傍
示

訪
問
看
護

同

ａ
ｖ
ｅ

一
〇
号
プ
リ
エ
ー
ル
京
町
堀
９
Ａ

ビ
ブ
レ
藍
住

六
七
―
一
一



徳
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
五
年
四
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
Ｂ
ｅ

Ｂ
ｒ

大
阪
市
西
区
京
町
堀
二
丁
目
九
番

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
直
道
傍
示

介
護
予
防
訪
問

令
和
五
年
四
月
一
日

ａ
ｖ
ｅ

一
〇
号
プ
リ
エ
ー
ル
京
町
堀
９
Ａ

ビ
ブ
レ
藍
住

六
七
―
一
一

看
護



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

株
式
会
社
グ
ル
ー
ヴ

徳
島
市
北
沖
洲
三
丁
目
九
番
六

ラ
イ
フ
ケ
ア
ほ
の
か

徳
島
市
北
沖
洲
三
丁
目
九
番
六

生
活
介
護

令
和
四
年
十
月

令
和
四
年
十
一

七
号

七
号

二
十
六
日

月
三
十
日



徳
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
営
土
地
改
良
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

地
区
名

八
幡
地
区

二

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
十
四
日
か
ら

令
和
五
年
五
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

阿
南
市
役
所
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